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松岡ゼミ・山本ゼミ対抗ディベート
2007 年 1 月 10 日実施予定

１．ケース

(1) Ｘは、百貨小売業、飲食店等の経営を目的とする株式会社である。

(2) １９９１年５月１１日に、ＸはＹと、駐車場付建物（スーパーマーケット用店舗）を目的とする賃貸借契

約の予約が締結された。これは、Ｙ所有の土地甲上に、Ｙが、Ｘの指定する仕様により建築する建物を建ててＸ

が賃借し、その残りの土地はＸが駐車場として賃借すること、その建物部分の賃料は坪あたり５０００円とし、

駐車場部分の賃料は、１台あたり４０００円で駐車台数は１５０台程度とすることを目的としたものであり、そ

の予約の内容は、(5)に掲げるものと同旨である。

(3) その後、１９９３年６月２９日に、Ｙは、Ｘの指定する仕様にしたがい、建物乙を建築し、同年７月１２

日に、建物乙および駐車場部分をＸに引き渡した。建物乙は、汎用性に乏しい大型特殊建物なので、契約期間の

満了時に仮に更新拒絶ができたとしても、新しい借主となりうるのはＸに類するスーパーマーケット業者以外に

は考えにくく、しかも、2 億円以上の改修費用を投下せざるをえないものであった。

(4) 建物乙の建築費は５億８０００万円（うち駐車場整備費は３０００万円）であり、その延床面積は３９６

０平方メートル（１２００坪）、駐車場の収容台数は１５０台となった。

(5) １９９３年７月１２日に、ＸとＹは、次の約定による駐車場付建物賃貸借契約（「本件賃貸借契約」とい

う）を締結した。

①使用目的 Ｘの経営するスーパーマーケット

②期 間 １９９３年７月１２日から平成２０１３年７月１１日までの２０年間とする。

③更 新 期間満了の場合は、協議のうえ更新することができる。

④賃 料 月額６６０万円（建物乙部分の賃料は６００万円であり、駐車場部分は６０万円）

⑤支払方法 毎月末日限り翌月分を支払う。

⑥賃料改定 賃料は３年ごとに改定するものとし、初回改定時には前期記載の賃料の５％を増額する。そ

の後３年ごとの賃料改定時には最低３％以上を増額するものとし、５％以上をめどに土地甲

に対する公租公課、経済情勢の変動等を考慮し、双方協議の上定める（「本件賃料改定条

項」という）。

⑦諸費用の負担 Ｙは、建物乙および土地甲についての公租公課を負担する。Ｘは、建物乙と本件駐車場の使

用に関して生ずる水道・ガス・電気の使用料、町会費、衛生費、諸設備の保守費、その他の

使用上の一切の費用を負担する。

⑧補修等 Ｙは、建物乙の本体部分、外構、本件駐車場の補修に要する費用を負担する。ただし、上記

部分がＸの責めに帰すべき事由により破損したときは、その補修費はＸの負担とする。Ｘは、

建物乙のうち、その他の部分の補修に要する費用を負担する。

⑨敷 金 ３０００万円

⑩建設協力金 ６億円とし、Ｙは、１９９４年から２０１３年まで、毎年７月末日限り、３０００万円ずつ

を、年３パーセントの利息を付してＸに分割返済する。

(6) Ｘは、Ｙに対し、１９９３年７月末日までに敷金および建設協力金全額を支払ったほか、その後も約定ど

おり賃料を支払っている。

(7) ところが、その後、地価が急落し、１９９６年５月には、土地甲周辺の地価は、１９９３年ころに比べ約

半分に下落したほか、Ｘの営業も不振に陥り、周辺にある同種の大型商業施設の建物賃料も１９９３年ころに比
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べて２５％程度下落したことから、Ｘは、Ｙに対し、賃料の大幅減額を求めた。しかし、Ｙはこれを拒否し、本

件賃料改定条項どおり、１９９６年８月１日以降は６９３万円の賃料を支払うよう求めた。

(8) そこで、Ｘは、１９９６年７月１日に到達した書面で、本件賃貸借の賃料を、１９９６年８月１日以降、

従前の月額６６０万円から月額５６０万円に減額する旨の意思表示をした上で、賃料減額の調停を申し立てたが、

１９９８年７月１９日に、不成立により終了した。

(9) １９９８年７月２０日に、Ｘは、Ｙを相手に、相当地代額が５６０万円に減額されていることの確認を求

めて訴えを提起した。なお、訴訟係属中に、Ｙは、Ｘに対して、建設協力金の利率３パーセントを下げてもらえ

ば相応の賃料減額に応じる和解をしてもよいとの申出をしたが、Ｘは、３パーセントは、契約締結当時の金融機

関からの借入れの一般的な利率より低く抑えているので、さらに下げるわけにはいかないとしてＹの申出を拒絶

し、和解は成立しなかった。
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